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① 平成31年度 市PTA連合会からの危険箇所要望内容 出典：広報広聴課

参考） 令和2年度はコロナ禍により要望活動休止　　

　　　　 令和3年度は、6月24日付けで190件の要望が市に提出

② カーブミラー・道路照明灯・路面標示の要望件数、実施数、実現率 　　出典：交通防犯課

カーブミラー 道路照明灯 路面標示

年度 30年 31年 2年 計 30年 31年 2年 計 30年 31年 2年 計

要望数 133 141 154 102 105 98 120 131 118

実施数 55 44 32 131 80 70 74 224 93 98 69 260

実現率 41.40% 31.20% 20.70% 78.40% 66.70% 75.50% 77.50% 74.80% 58.40%
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 上教学保第３８０号  

 令 和 ３ 年 ７ 月 ６ 日  

 

 各上尾市立小・中学校長 様 

 

上尾市教育委員会教育長   

 

登下校時における児童生徒の安全確保について（通知） 

 このことについて、別添写し（令和３年７月１日付教保体第６５２号）のとおり、埼玉県

教育委員会教育長から通知がありました。 

つきましては、関係資料を送付しますので、児童生徒の安全確保について、改めて配意願

います。 

 なお、既にＰＴＡにより、通学路危険箇所改善要望書を提出いただいておりますが、これ

らの要望以外に、改善を要すべき危険箇所がありましたら、下記のとおり報告願います。 

 

記 

 

１ 提出内容 別紙「通学路における危険箇所について」 

２ 提出方法 電子メール(a2611148@city.ageo.lg.jp) 

３ 提出期限 令和３年７月１３日（火） 

４ そ の 他 該当箇所がない場合は、提出不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
担当：学校保健課 森田 

電話：７７５－９６８３ 

ＦＡＸ  ：７７５－５６３３ 
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